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手続名 合併推進法人の指定の取消 根拠条項 第９条第３項 

処 

分 

基 
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 農業協同組合合併助成法 
  

（監督等） 

第９条 略 

② 略 

③ 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項の指定を取り消すことができる。 

④ 略 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
② 弁明の機会の付与 
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